
（54） 栃 木 県 公 報 号外第24号令和元（2019）年10月11日　金曜日

栃 木 県 条 例 第 十 六 号

栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

第 一 条 栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 （ 平 成 五 年 栃 木 県 条 例 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 名 称 及 び 位 置 ） （ 名 称 及 び 位 置 ）

第 二 条 体 育 施 設 の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お 第 二 条 体 育 施 設 の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お

り と す る 。 り と す る 。

名 称 位 置 名 称 位 置

略 略

栃 木 県 体 育 館 分 館 宇 都 宮 市 栃 木 県 体 育 館 分 館 宇 都 宮 市

栃 木 県 総 合 運 動 公 宇 都 宮 市

園 北 ・ 中 央 エ リ ア

（ 利 用 の 許 可 ） （ 利 用 の 許 可 ）

第 三 条 体 育 施 設 の う ち 、 別 表 に 掲 げ る 施 設 、 第 三 条 体 育 施 設 の う ち 、 別 表 に 掲 げ る 施 設 、

附 属 設 備 及 び 器 具 （ 以 下 「 施 設 等 」 と い 附 属 設 備 及 び 器 具 （ 以 下 「 施 設 等 」 と い

う 。 ） を 利 用 し よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め う 。 ） を 利 用 し よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め

知 事 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ 知 事 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、 栃 木 県 体 育 館 の 本 館 若 し く は 別 館 の 競 技 し 、 栃 木 県 体 育 館 の 本 館 若 し く は 別 館 の 競 技

場 、 弓 道 場 若 し く は プ ー ル 、 栃 木 県 立 日 光 霧 場 、 弓 道 場 若 し く は プ ー ル 、 栃 木 県 立 日 光 霧

降 ア イ ス ア リ ー ナ の 競 技 場 、 栃 木 県 立 県 南 体 降 ア イ ス ア リ ー ナ の 競 技 場 、 栃 木 県 立 県 南 体

育 館 の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア リ ー ナ 、 柔 道 育 館 の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア リ ー ナ 、 柔 道

場 、 剣 道 場 若 し く は ト レ ー ニ ン グ 室 、 栃 木 県 場 、 剣 道 場 若 し く は ト レ ー ニ ン グ 室 、 栃 木 県

立 県 北 体 育 館 の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア リ ー 立 県 北 体 育 館 の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア リ ー

ナ 、 武 道 場 若 し く は ト レ ー ニ ン グ 室 、 栃 木 県 ナ 、 武 道 場 若 し く は ト レ ー ニ ン グ 室 、 栃 木 県

立 温 水 プ ー ル 館 の プ ー ル 、 栃 木 県 体 育 館 分 館 立 温 水 プ ー ル 館 の プ ー ル 又 は 栃 木 県 体 育 館 分

又 は 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア の 陸 館

上 競 技 場 、 第 二 陸 上 競 技 場 、 水 泳 場 、 相 撲

場 、 ト レ ー ニ ン グ 室 若 し く は 武 道 館 （ 第 八 条 （ 第 八 条

に お い て 「 特 定 施 設 」 と い う 。 ） を 普 通 利 用 に お い て 「 特 定 施 設 」 と い う 。 ） を 普 通 利 用

し よ う と す る 者 に つ い て は 、 こ の 限 り で な し よ う と す る 者 に つ い て は 、 こ の 限 り で な

い 。 い 。

（ 使 用 料 ） （ 使 用 料 ）

第 十 条 栃 木 県 グ リ ー ン ス タ ジ ア ム の 許 可 利 用 第 十 条 栃 木 県 グ リ ー ン ス タ ジ ア ム の 許 可 利 用

者 及 び 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア の 者

利 用 者 は 、 別 表 に 定 め る 使 用 料 を 納 付 し な け は 、 別 表 に 定 め る 使 用 料 を 納 付 し な け

れ ば な ら な い 。 れ ば な ら な い 。

２ 略 ２ 略

（ 利 用 料 金 ） （ 利 用 料 金 ）

第 十 三 条 利 用 者 （ 栃 木 県 グ リ ー ン ス タ ジ ア ム 第 十 三 条 利 用 者 （ 栃 木 県 グ リ ー ン ス タ ジ ア ム

の 許 可 利 用 者 及 び 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 の 許 可 利 用 者

央 エ リ ア の 利 用 者 を 除 く 。 ） は 、 当 該 利 用 に を 除 く 。 ） は 、 当 該 利 用 に

係 る 料 金 （ 以 下 「 利 用 料 金 」 と い う 。 ） を 指 係 る 料 金 （ 以 下 「 利 用 料 金 」 と い う 。 ） を 指

定 管 理 者 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 定 管 理 者 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

２ ・ ３ 略 ２ ・ ３ 略

別 表 に 次 の よ う に 加 え る 。

８栃木県総合運動公園北・中央エリア使用料

⑴運動施設

ア普通利用の場合

(ｱ) 陸上競技場

利用時間
午前８時3 0分から午後９時まで

利用者

陸上競技場を利用する者（１人１回につき） 250円

(ｲ) 第２陸上競技場

利用時間
午前８時3 0分から午後６時まで

利用者

第２陸上競技場を利用する者（１人１回につき） 120円

(ｳ) 水泳場

利用時間
午前８時3 0分から午後６時まで

利用者

中学校生徒以下（ １人１回につき） 100円

その他の者（ １人１回につき） 220円

(ｴ) 相撲場

利用時間
午前８時3 0分から午後６時まで

利用者

相撲場を利用する者（１人１回につき） 100円

(ｵ) トレニング室ー

利用時間午前８時3 0分から午後９時まで

利用者 （ ４時間につき）

高校生等以下 200円

そ の 他 の 者 400円

(ｶ) 武道館

利用時間午前９時から午後１時から午後５時から

利用者 午後１時まで午後５時まで午後９時まで

高校生等以下
210円 210円 210円

（ １人１回につき）

その他の者
430円 430円 430円

（ １人１回につき）

イ専用利用の場合

(ｱ) 陸上競技場

利用時間午前８時30分正午から午前８時30分午後６時から

から午後６時

利用区分 から正午まで午後６時までま で午後９時まで

アマチュ
入場料を徴収

21,100円28,500円48,100円23,800円

アスポ
しない場合

ー

ツに利用

する場合
入場料を徴収

52,700円71,200円120,000円59,500円
する場合

アマチュ入場料を徴収
52,700円71,200円120,000円59,500円

アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
527,000円712,000円1,200,000円595,000円

場合する場合

(ｲ) 第２陸上競技場

利用時間午前８時30分から正午から午前８時30分から

利用区分 正午まで午後６時まで午後６時まで

入場料を徴収

アマチュアスしない場合
15,500円 21,100円 35,800円

ポツに利用ー

する場合入場料を徴収

する場合
38,700円 52,700円 89,500円

入場料を徴収

アマチュアスしない場合
38,700円 52,700円 89,500円

ポツ以外にー

利用する場合入場料を徴収

する場合
387,000円 527,000円 895,000円

(ｳ) 野球場（本球場）

利用時間午前８時30分から正午から午前８時30分から

利用区分 正午まで午後６時まで午後６時まで

入場料を徴収

アマチュアスしない場合
6,520円 10,100円 14,500円

ポツに利用ー

する場合入場料を徴収

する場合
16,300円 25,200円 36,200円

入場料を徴収

アマチュアスしない場合
16,300円 25,200円 36,200円

ポツ以外にー

利用する場合入場料を徴収

する場合
163,000円 252,000円 362,000円

(ｴ) 野球場Ａ

利用時間午前８時30分から正午から午前８時30分から

利用区分 正午まで午後６時まで午後６時まで

入場料を徴収

アマチュアスしない場合
2,910円 3,800円 6,400円

ポツに利用ー

する場合入場料を徴収

する場合
7,270円 9,500円 16,000円

入場料を徴収

アマチュアスしない場合
7,270円 9,500円 16,000円

ポツ以外にー

利用する場合入場料を徴収

する場合
72,700円 95,000円 160,000円

(ｵ) 野球場Ｂ

(ｴ)の表と同じ。

(ｶ) 野球場Ｃ

(ｴ)の表と同じ。

(ｷ) ウォムアップ場ー

利用時間午前８時30分から正午から午前８時30分から

利用区分 正午まで午後６時まで午後６時まで

入場料を徴収

アマチュアスしない場合
560円 730円 1,230円

ポツに利用ー

する場合入場料を徴収

する場合
1,400円 1,820円 3,070円

入場料を徴収

アマチュアスしない場合
1,400円 1,820円 3,070円

ポツ以外にー

利用する場合入場料を徴収

する場合
14,000円 18,200円 30,700円

(ｸ) サッカ・ラグビ場ー ー

利用時間午前８時30分から正午から午前８時30分から

利用区分 正午まで午後６時まで午後６時まで

アマチュ
入場料を徴収

アスポ
しない場合

2,910円 3,800円 6,400円

ー

ツに利用
１

する場合
入場料を徴収

面 する場合
7,270円 9,500円 16,000円

の

利アマチュ入場料を徴収

用アスポしない場合
7,270円 9,500円 16,000円

ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収

場合する場合
72,700円 95,000円 160,000円

(ｹ) 相撲場

利用時間午前８時30分から正午から午前８時30分から

利用区分 正午まで午後６時まで午後６時まで

入場料を徴収

アマチュアスしない場合
1,260円 1,590円 2,630円

ポツに利用ー

する場合入場料を徴収

する場合
3,150円 3,970円 6,570円

入場料を徴収

アマチュアスしない場合
3,150円 3,970円 6,570円

ポツ以外にー

利用する場合入場料を徴収

する場合
31,500円 39,700円 65,700円

(ｺ) トレニング室ー

利用時間午前８時30分正午から午前８時30分午後６時から

から午後６時

利用区分 から正午まで午後６時までま で午後９時まで

アマチュ
入場料を徴収

5,090円6,870円11,600円5,720円

アスポ
しない場合

ー

ツに利用

する場合
入場料を徴収

12,700円17,100円29,000円14,300円
する場合

アマチュ入場料を徴収
12,700円17,100円29,000円14,300円

アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
127,000円171,000円290,000円143,000円

場合する場合

(ｻ) テニスコトー

利用時間午前８時午前10時正午から午後２時午後４午後５午前８時

30分から
から正午午後２時から午後

時から時から30分から

午前10時 午後５午後６午後６時

利用区分までまでまで４時まで時まで時までまで

ア
入場

マ
料を

チ
徴収

ュ
しな

450円610円610円610円310円310円2,540円

ア
い場

ス
合

ポ

ー

ツ

に
入場

利
料を

用
徴収1,120円1,520円1,520円1,520円770円770円6,350円

す
する

る
場合

場

１合

面

のア
入場

利マ
料を

用チ
徴収

ュ
しな

1,120円1,520円1,520円1,520円770円770円6,350円

ア
い場

ス
合

ポ

ー

ツ

以

外
入場

に
料を

利
徴収11,200円15,200円15,200円15,200円7,700円7,700円63,500円

用
する

す
場合

る

場

合

(ｼ) 武道館

施設
利用時間午前９時から午後１時から午後５時から

利用区分 午後１時まで午後５時まで午後９時まで

アマチュ
入場料を徴収

8,580円12,800円17,100円

アスポ
しない場合

ー

ツに利用
全

する場合
入場料を徴収

42,800円64,100円85,500円
部 する場合

の

利アマチュ入場料を徴収
51,400円77,000円101,000円

用アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
256,000円385,000円513,000円

場合する場合

アマチュ
入場料を徴収

5,720円8,550円11,400円

アスポ
しない場合

ー

２ツに利用

／する場合
入場料を徴収

28,600円42,700円57,000円

３
する場合

第１道場
の

利
アマチュ入場料を徴収

34,300円51,300円68,400円

用
アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
171,000円256,000円342,000円

場合する場合

アマチュ
入場料を徴収

2,860円4,270円5,700円

アスポ
しない場合

ー

１ツに利用

／する場合
入場料を徴収

14,200円21,300円28,500円

３
する場合

の

利
アマチュ入場料を徴収

17,100円25,600円34,200円

用
アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
85,500円128,000円171,000円

場合する場合

アマチュ
入場料を徴収

5,720円8,640円11,300円

アスポ
しない場合

ー

ツに利用
全

する場合
入場料を徴収

28,600円43,100円56,500円
部 する場合

第２道場の

利アマチュ入場料を徴収
34,300円51,800円67,800円

用アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
171,000円258,000円339,000円

場合する場合

アマチュ
入場料を徴収

2,020円3,040円4,050円

アスポ
しない場合

ー

ツに利用

する場合
入場料を徴収

10,100円15,100円20,200円
弓道場 する場合

（ 近的

－

射場） アマチュ入場料を徴収
12,100円18,200円24,200円

アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
60,800円91,300円121,000円

場合する場合

⑵会議室

ア陸上競技場の会議室

利用時間午前８時30分正午から午前８時30分午後６時から

から午後６時

施設区分 から正午まで午後６時までま で午後９時まで

会議室１ 3,230円4,030円6,970円4,030円

会議室２2,280円2,790円4,820円2,790円

会議室３ 2,280円2,790円4,820円2,790円

会議室４2,280円2,790円4,820円2,790円

会議室５ 3,230円4,030円6,970円4,030円

陸上競技場

会議室６3,230円4,030円6,970円4,030円

会議室７ 2,280円2,790円4,820円2,790円

会議室８2,280円2,790円4,820円2,790円

会議室９ 2,280円2,790円4,820円2,790円

会議室10 1,330円1,550円2,680円1,550円

イ第２陸上競技場野球場（本球場） サッカ・ラグビ場及びテニスコトの会、 、 ー ー ー

議室

利用時間午前８時30分から正午から午前８時30分から

施設区分 正午まで午後６時まで午後６時まで

第２陸上競技場会議室 3,230円 4,030円 6,970円

野球場
会議室 1,330円 1,550円 2,680円

（ 本球場）

サッカ・
会議室 1,330円 1,550円 2,680円

ー

ラグビ場ー

テニスコト会議室 3,230円 4,030円 6,970円ー

ウ武道館の会議室

利用時間午前９時から午後１時から午後５時から

施設区分 午後１時まで午後５時まで午後９時まで

会議室１ 3,230円 4,030円 4,030円

会議室２ 3,230円 4,030円 4,030円

武道館

会議室３ 1,330円 1,550円 1,550円

会議室４ 1,330円 1,550円 1,550円

⑶ラウンジ

利用時間
午前８時3 0 分から午後９時まで

施設区分

ラウンジ１１回につき 2,000円

ラウンジ２１回につき 2,000円

ラウンジ３１回につき 2,000円

陸上競技場
ラウンジ４１回につき 2,000円

ラウンジ５１回につき 2,000円

マロニエ
１回につき 10,000円

ラウンジ

⑷師範室

利用時間午前９時から午後９時まで

施設区分 （ １時間につき）

師範室１ 100円

武道館

師範室２ 100円



（55）栃 木 県 公 報 号外第24号令和元（2019）年10月11日　金曜日

(ｹ) 相撲場

利用時間午前８時30分から正午から午前８時30分から

利用区分 正午まで午後６時まで午後６時まで

入場料を徴収

アマチュアスしない場合
1,260円 1,590円 2,630円

ポツに利用ー

する場合入場料を徴収

する場合
3,150円 3,970円 6,570円

入場料を徴収

アマチュアスしない場合
3,150円 3,970円 6,570円

ポツ以外にー

利用する場合入場料を徴収

する場合
31,500円 39,700円 65,700円

(ｺ) トレニング室ー

利用時間午前８時30分正午から午前８時30分午後６時から

から午後６時

利用区分 から正午まで午後６時までま で午後９時まで

アマチュ
入場料を徴収

5,090円6,870円11,600円5,720円

アスポ
しない場合

ー

ツに利用

する場合
入場料を徴収

12,700円17,100円29,000円14,300円
する場合

アマチュ入場料を徴収
12,700円17,100円29,000円14,300円

アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
127,000円171,000円290,000円143,000円

場合する場合

(ｻ) テニスコトー

利用時間午前８時午前10時正午から午後２時午後４午後５午前８時

30分から
から正午午後２時から午後

時から時から30分から

午前10時 午後５午後６午後６時

利用区分までまでまで４時まで時まで時までまで

ア
入場

マ
料を

チ
徴収

ュ
しな

450円610円610円610円310円310円2,540円

ア
い場

ス
合

ポ

ー

ツ

に
入場

利
料を

用
徴収1,120円1,520円1,520円1,520円770円770円6,350円

す
する

る
場合

場

１合

面

のア
入場

利マ
料を

用チ
徴収

ュ
しな

1,120円1,520円1,520円1,520円770円770円6,350円

ア
い場

ス
合

ポ

ー

ツ

以

外
入場

に
料を

利
徴収11,200円15,200円15,200円15,200円7,700円7,700円63,500円

用
する

す
場合

る

場

合

(ｼ) 武道館

施設
利用時間午前９時から午後１時から午後５時から

利用区分 午後１時まで午後５時まで午後９時まで

アマチュ
入場料を徴収

8,580円12,800円17,100円

アスポ
しない場合

ー

ツに利用
全

する場合
入場料を徴収

42,800円64,100円85,500円
部 する場合

の

利アマチュ入場料を徴収
51,400円77,000円101,000円

用アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
256,000円385,000円513,000円

場合する場合

アマチュ
入場料を徴収

5,720円8,550円11,400円

アスポ
しない場合

ー

２ツに利用

／する場合
入場料を徴収

28,600円42,700円57,000円

３
する場合

第１道場
の

利
アマチュ入場料を徴収

34,300円51,300円68,400円

用
アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
171,000円256,000円342,000円

場合する場合

アマチュ
入場料を徴収

2,860円4,270円5,700円

アスポ
しない場合

ー

１ツに利用

／する場合
入場料を徴収

14,200円21,300円28,500円

３
する場合

の

利
アマチュ入場料を徴収

17,100円25,600円34,200円

用
アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
85,500円128,000円171,000円

場合する場合

アマチュ
入場料を徴収

5,720円8,640円11,300円

アスポ
しない場合

ー

ツに利用
全

する場合
入場料を徴収

28,600円43,100円56,500円
部 する場合

第２道場の

利アマチュ入場料を徴収
34,300円51,800円67,800円

用アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
171,000円258,000円339,000円

場合する場合

アマチュ
入場料を徴収

2,020円3,040円4,050円

アスポ
しない場合

ー

ツに利用

する場合
入場料を徴収

10,100円15,100円20,200円
弓道場 する場合

（ 近的

－

射場） アマチュ入場料を徴収
12,100円18,200円24,200円

アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
60,800円91,300円121,000円

場合する場合

⑵会議室

ア陸上競技場の会議室

利用時間午前８時30分正午から午前８時30分午後６時から

から午後６時

施設区分 から正午まで午後６時までま で午後９時まで

会議室１ 3,230円4,030円6,970円4,030円

会議室２2,280円2,790円4,820円2,790円

会議室３ 2,280円2,790円4,820円2,790円

会議室４2,280円2,790円4,820円2,790円

会議室５ 3,230円4,030円6,970円4,030円

陸上競技場

会議室６3,230円4,030円6,970円4,030円

会議室７ 2,280円2,790円4,820円2,790円

会議室８2,280円2,790円4,820円2,790円

会議室９ 2,280円2,790円4,820円2,790円

会議室10 1,330円1,550円2,680円1,550円

イ第２陸上競技場野球場（本球場） サッカ・ラグビ場及びテニスコトの会、 、 ー ー ー

議室

利用時間午前８時30分から正午から午前８時30分から

施設区分 正午まで午後６時まで午後６時まで

第２陸上競技場会議室 3,230円 4,030円 6,970円

野球場
会議室 1,330円 1,550円 2,680円

（ 本球場）

サッカ・
会議室 1,330円 1,550円 2,680円

ー

ラグビ場ー

テニスコト会議室 3,230円 4,030円 6,970円ー

ウ武道館の会議室

利用時間午前９時から午後１時から午後５時から

施設区分 午後１時まで午後５時まで午後９時まで

会議室１ 3,230円 4,030円 4,030円

会議室２ 3,230円 4,030円 4,030円

武道館

会議室３ 1,330円 1,550円 1,550円

会議室４ 1,330円 1,550円 1,550円

⑶ラウンジ

利用時間
午前８時3 0 分から午後９時まで

施設区分

ラウンジ１１回につき 2,000円

ラウンジ２１回につき 2,000円

ラウンジ３１回につき 2,000円

陸上競技場
ラウンジ４１回につき 2,000円

ラウンジ５１回につき 2,000円

マロニエ
１回につき 10,000円

ラウンジ

⑷師範室

利用時間午前９時から午後９時まで

施設区分 （ １時間につき）

師範室１ 100円

武道館

師範室２ 100円



（56） 栃 木 県 公 報 号外第24号令和元（2019）年10月11日　金曜日

(ｹ) 相撲場

利用時間午前８時30分から正午から午前８時30分から

利用区分 正午まで午後６時まで午後６時まで

入場料を徴収

アマチュアスしない場合
1,260円 1,590円 2,630円

ポツに利用ー

する場合入場料を徴収

する場合
3,150円 3,970円 6,570円

入場料を徴収

アマチュアスしない場合
3,150円 3,970円 6,570円

ポツ以外にー

利用する場合入場料を徴収

する場合
31,500円 39,700円 65,700円

(ｺ) トレニング室ー

利用時間午前８時30分正午から午前８時30分午後６時から

から午後６時

利用区分 から正午まで午後６時までま で午後９時まで

アマチュ
入場料を徴収

5,090円6,870円11,600円5,720円

アスポ
しない場合

ー

ツに利用

する場合
入場料を徴収

12,700円17,100円29,000円14,300円
する場合

アマチュ入場料を徴収
12,700円17,100円29,000円14,300円

アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
127,000円171,000円290,000円143,000円

場合する場合

(ｻ) テニスコトー

利用時間午前８時午前10時正午から午後２時午後４午後５午前８時

30分から
から正午午後２時から午後

時から時から30分から

午前10時 午後５午後６午後６時

利用区分までまでまで４時まで時まで時までまで

ア
入場

マ
料を

チ
徴収

ュ
しな

450円610円610円610円310円310円2,540円

ア
い場

ス
合

ポ

ー

ツ

に
入場

利
料を

用
徴収1,120円1,520円1,520円1,520円770円770円6,350円

す
する

る
場合

場

１合

面

のア
入場

利マ
料を

用チ
徴収

ュ
しな

1,120円1,520円1,520円1,520円770円770円6,350円

ア
い場

ス
合

ポ

ー

ツ

以

外
入場

に
料を

利
徴収11,200円15,200円15,200円15,200円7,700円7,700円63,500円

用
する

す
場合

る

場

合

(ｼ) 武道館

施設
利用時間午前９時から午後１時から午後５時から

利用区分 午後１時まで午後５時まで午後９時まで

アマチュ
入場料を徴収

8,580円12,800円17,100円

アスポ
しない場合

ー

ツに利用
全

する場合
入場料を徴収

42,800円64,100円85,500円
部 する場合

の

利アマチュ入場料を徴収
51,400円77,000円101,000円

用アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
256,000円385,000円513,000円

場合する場合

アマチュ
入場料を徴収

5,720円8,550円11,400円

アスポ
しない場合

ー

２ツに利用

／する場合
入場料を徴収

28,600円42,700円57,000円

３
する場合

第１道場
の

利
アマチュ入場料を徴収

34,300円51,300円68,400円

用
アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
171,000円256,000円342,000円

場合する場合

アマチュ
入場料を徴収

2,860円4,270円5,700円

アスポ
しない場合

ー

１ツに利用

／する場合
入場料を徴収

14,200円21,300円28,500円

３
する場合

の

利
アマチュ入場料を徴収

17,100円25,600円34,200円

用
アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
85,500円128,000円171,000円

場合する場合

アマチュ
入場料を徴収

5,720円8,640円11,300円

アスポ
しない場合

ー

ツに利用
全

する場合
入場料を徴収

28,600円43,100円56,500円
部 する場合

第２道場の

利アマチュ入場料を徴収
34,300円51,800円67,800円

用アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
171,000円258,000円339,000円

場合する場合

アマチュ
入場料を徴収

2,020円3,040円4,050円

アスポ
しない場合

ー

ツに利用

する場合
入場料を徴収

10,100円15,100円20,200円
弓道場 する場合

（ 近的

－

射場） アマチュ入場料を徴収
12,100円18,200円24,200円

アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
60,800円91,300円121,000円

場合する場合

⑵会議室

ア陸上競技場の会議室

利用時間午前８時30分正午から午前８時30分午後６時から

から午後６時

施設区分 から正午まで午後６時までま で午後９時まで

会議室１ 3,230円4,030円6,970円4,030円

会議室２2,280円2,790円4,820円2,790円

会議室３ 2,280円2,790円4,820円2,790円

会議室４2,280円2,790円4,820円2,790円

会議室５ 3,230円4,030円6,970円4,030円

陸上競技場

会議室６3,230円4,030円6,970円4,030円

会議室７ 2,280円2,790円4,820円2,790円

会議室８2,280円2,790円4,820円2,790円

会議室９ 2,280円2,790円4,820円2,790円

会議室10 1,330円1,550円2,680円1,550円

イ第２陸上競技場野球場（本球場） サッカ・ラグビ場及びテニスコトの会、 、 ー ー ー

議室

利用時間午前８時30分から正午から午前８時30分から

施設区分 正午まで午後６時まで午後６時まで

第２陸上競技場会議室 3,230円 4,030円 6,970円

野球場
会議室 1,330円 1,550円 2,680円

（ 本球場）

サッカ・
会議室 1,330円 1,550円 2,680円

ー

ラグビ場ー

テニスコト会議室 3,230円 4,030円 6,970円ー

ウ武道館の会議室

利用時間午前９時から午後１時から午後５時から

施設区分 午後１時まで午後５時まで午後９時まで

会議室１ 3,230円 4,030円 4,030円

会議室２ 3,230円 4,030円 4,030円

武道館

会議室３ 1,330円 1,550円 1,550円

会議室４ 1,330円 1,550円 1,550円

⑶ラウンジ

利用時間
午前８時3 0 分から午後９時まで

施設区分

ラウンジ１１回につき 2,000円

ラウンジ２１回につき 2,000円

ラウンジ３１回につき 2,000円

陸上競技場
ラウンジ４１回につき 2,000円

ラウンジ５１回につき 2,000円

マロニエ
１回につき 10,000円

ラウンジ

⑷師範室

利用時間午前９時から午後９時まで

施設区分 （ １時間につき）

師範室１ 100円

武道館

師範室２ 100円



（57）栃 木 県 公 報 号外第24号令和元（2019）年10月11日　金曜日

(ｹ) 相撲場

利用時間午前８時30分から正午から午前８時30分から

利用区分 正午まで午後６時まで午後６時まで

入場料を徴収

アマチュアスしない場合
1,260円 1,590円 2,630円

ポツに利用ー

する場合入場料を徴収

する場合
3,150円 3,970円 6,570円

入場料を徴収

アマチュアスしない場合
3,150円 3,970円 6,570円

ポツ以外にー

利用する場合入場料を徴収

する場合
31,500円 39,700円 65,700円

(ｺ) トレニング室ー

利用時間午前８時30分正午から午前８時30分午後６時から

から午後６時

利用区分 から正午まで午後６時までま で午後９時まで

アマチュ
入場料を徴収

5,090円6,870円11,600円5,720円

アスポ
しない場合

ー

ツに利用

する場合
入場料を徴収

12,700円17,100円29,000円14,300円
する場合

アマチュ入場料を徴収
12,700円17,100円29,000円14,300円

アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
127,000円171,000円290,000円143,000円

場合する場合

(ｻ) テニスコトー

利用時間午前８時午前10時正午から午後２時午後４午後５午前８時

30分から
から正午午後２時から午後

時から時から30分から

午前10時 午後５午後６午後６時

利用区分までまでまで４時まで時まで時までまで

ア
入場

マ
料を

チ
徴収

ュ
しな

450円610円610円610円310円310円2,540円

ア
い場

ス
合

ポ

ー

ツ

に
入場

利
料を

用
徴収1,120円1,520円1,520円1,520円770円770円6,350円

す
する

る
場合

場

１合

面

のア
入場

利マ
料を

用チ
徴収

ュ
しな

1,120円1,520円1,520円1,520円770円770円6,350円

ア
い場

ス
合

ポ

ー

ツ

以

外
入場

に
料を

利
徴収11,200円15,200円15,200円15,200円7,700円7,700円63,500円

用
する

す
場合

る

場

合

(ｼ) 武道館

施設
利用時間午前９時から午後１時から午後５時から

利用区分 午後１時まで午後５時まで午後９時まで

アマチュ
入場料を徴収

8,580円12,800円17,100円

アスポ
しない場合

ー

ツに利用
全

する場合
入場料を徴収

42,800円64,100円85,500円
部 する場合

の

利アマチュ入場料を徴収
51,400円77,000円101,000円

用アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
256,000円385,000円513,000円

場合する場合

アマチュ
入場料を徴収

5,720円8,550円11,400円

アスポ
しない場合

ー

２ツに利用

／する場合
入場料を徴収

28,600円42,700円57,000円

３
する場合

第１道場
の

利
アマチュ入場料を徴収

34,300円51,300円68,400円

用
アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
171,000円256,000円342,000円

場合する場合

アマチュ
入場料を徴収

2,860円4,270円5,700円

アスポ
しない場合

ー

１ツに利用

／する場合
入場料を徴収

14,200円21,300円28,500円

３
する場合

の

利
アマチュ入場料を徴収

17,100円25,600円34,200円

用
アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
85,500円128,000円171,000円

場合する場合

アマチュ
入場料を徴収

5,720円8,640円11,300円

アスポ
しない場合

ー

ツに利用
全

する場合
入場料を徴収

28,600円43,100円56,500円
部 する場合

第２道場の

利アマチュ入場料を徴収
34,300円51,800円67,800円

用アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
171,000円258,000円339,000円

場合する場合

アマチュ
入場料を徴収

2,020円3,040円4,050円

アスポ
しない場合

ー

ツに利用

する場合
入場料を徴収

10,100円15,100円20,200円
弓道場 する場合

（ 近的

－

射場） アマチュ入場料を徴収
12,100円18,200円24,200円

アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
60,800円91,300円121,000円

場合する場合

⑵会議室

ア陸上競技場の会議室

利用時間午前８時30分正午から午前８時30分午後６時から

から午後６時

施設区分 から正午まで午後６時までま で午後９時まで

会議室１ 3,230円4,030円6,970円4,030円

会議室２2,280円2,790円4,820円2,790円

会議室３ 2,280円2,790円4,820円2,790円

会議室４2,280円2,790円4,820円2,790円

会議室５ 3,230円4,030円6,970円4,030円

陸上競技場

会議室６3,230円4,030円6,970円4,030円

会議室７ 2,280円2,790円4,820円2,790円

会議室８2,280円2,790円4,820円2,790円

会議室９ 2,280円2,790円4,820円2,790円

会議室10 1,330円1,550円2,680円1,550円

イ第２陸上競技場野球場（本球場） サッカ・ラグビ場及びテニスコトの会、 、 ー ー ー

議室

利用時間午前８時30分から正午から午前８時30分から

施設区分 正午まで午後６時まで午後６時まで

第２陸上競技場会議室 3,230円 4,030円 6,970円

野球場
会議室 1,330円 1,550円 2,680円

（ 本球場）

サッカ・
会議室 1,330円 1,550円 2,680円

ー

ラグビ場ー

テニスコト会議室 3,230円 4,030円 6,970円ー

ウ武道館の会議室

利用時間午前９時から午後１時から午後５時から

施設区分 午後１時まで午後５時まで午後９時まで

会議室１ 3,230円 4,030円 4,030円

会議室２ 3,230円 4,030円 4,030円

武道館

会議室３ 1,330円 1,550円 1,550円

会議室４ 1,330円 1,550円 1,550円

⑶ラウンジ

利用時間
午前８時3 0 分から午後９時まで

施設区分

ラウンジ１１回につき 2,000円

ラウンジ２１回につき 2,000円

ラウンジ３１回につき 2,000円

陸上競技場
ラウンジ４１回につき 2,000円

ラウンジ５１回につき 2,000円

マロニエ
１回につき 10,000円

ラウンジ

⑷師範室

利用時間午前９時から午後９時まで

施設区分 （ １時間につき）

師範室１ 100円

武道館

師範室２ 100円

－
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(ｹ) 相撲場

利用時間午前８時30分から正午から午前８時30分から

利用区分 正午まで午後６時まで午後６時まで

入場料を徴収

アマチュアスしない場合
1,260円 1,590円 2,630円

ポツに利用ー

する場合入場料を徴収

する場合
3,150円 3,970円 6,570円

入場料を徴収

アマチュアスしない場合
3,150円 3,970円 6,570円

ポツ以外にー

利用する場合入場料を徴収

する場合
31,500円 39,700円 65,700円

(ｺ) トレニング室ー

利用時間午前８時30分正午から午前８時30分午後６時から

から午後６時

利用区分 から正午まで午後６時までま で午後９時まで

アマチュ
入場料を徴収

5,090円6,870円11,600円5,720円

アスポ
しない場合

ー

ツに利用

する場合
入場料を徴収

12,700円17,100円29,000円14,300円
する場合

アマチュ入場料を徴収
12,700円17,100円29,000円14,300円

アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
127,000円171,000円290,000円143,000円

場合する場合

(ｻ) テニスコトー

利用時間午前８時午前10時正午から午後２時午後４午後５午前８時

30分から
から正午午後２時から午後

時から時から30分から

午前10時 午後５午後６午後６時

利用区分までまでまで４時まで時まで時までまで

ア
入場

マ
料を

チ
徴収

ュ
しな

450円610円610円610円310円310円2,540円

ア
い場

ス
合

ポ

ー

ツ

に
入場

利
料を

用
徴収1,120円1,520円1,520円1,520円770円770円6,350円

す
する

る
場合

場

１合

面

のア
入場

利マ
料を

用チ
徴収

ュ
しな

1,120円1,520円1,520円1,520円770円770円6,350円

ア
い場

ス
合

ポ

ー

ツ

以

外
入場

に
料を

利
徴収11,200円15,200円15,200円15,200円7,700円7,700円63,500円

用
する

す
場合

る

場

合

(ｼ) 武道館

施設
利用時間午前９時から午後１時から午後５時から

利用区分 午後１時まで午後５時まで午後９時まで

アマチュ
入場料を徴収

8,580円12,800円17,100円

アスポ
しない場合

ー

ツに利用
全

する場合
入場料を徴収

42,800円64,100円85,500円
部 する場合

の

利アマチュ入場料を徴収
51,400円77,000円101,000円

用アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
256,000円385,000円513,000円

場合する場合

アマチュ
入場料を徴収

5,720円8,550円11,400円

アスポ
しない場合

ー

２ツに利用

／する場合
入場料を徴収

28,600円42,700円57,000円

３
する場合

第１道場
の

利
アマチュ入場料を徴収

34,300円51,300円68,400円

用
アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
171,000円256,000円342,000円

場合する場合

アマチュ
入場料を徴収

2,860円4,270円5,700円

アスポ
しない場合

ー

１ツに利用

／する場合
入場料を徴収

14,200円21,300円28,500円

３
する場合

の

利
アマチュ入場料を徴収

17,100円25,600円34,200円

用
アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
85,500円128,000円171,000円

場合する場合

アマチュ
入場料を徴収

5,720円8,640円11,300円

アスポ
しない場合

ー

ツに利用
全

する場合
入場料を徴収

28,600円43,100円56,500円
部 する場合

第２道場の

利アマチュ入場料を徴収
34,300円51,800円67,800円

用アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
171,000円258,000円339,000円

場合する場合

アマチュ
入場料を徴収

2,020円3,040円4,050円

アスポ
しない場合

ー

ツに利用

する場合
入場料を徴収

10,100円15,100円20,200円
弓道場 する場合

（ 近的

－

射場） アマチュ入場料を徴収
12,100円18,200円24,200円

アスポしない場合ー

ツ以外に

利用する入場料を徴収
60,800円91,300円121,000円

場合する場合

⑵会議室

ア陸上競技場の会議室

利用時間午前８時30分正午から午前８時30分午後６時から

から午後６時

施設区分 から正午まで午後６時までま で午後９時まで

会議室１ 3,230円4,030円6,970円4,030円

会議室２2,280円2,790円4,820円2,790円

会議室３ 2,280円2,790円4,820円2,790円

会議室４2,280円2,790円4,820円2,790円

会議室５ 3,230円4,030円6,970円4,030円

陸上競技場

会議室６3,230円4,030円6,970円4,030円

会議室７ 2,280円2,790円4,820円2,790円

会議室８2,280円2,790円4,820円2,790円

会議室９ 2,280円2,790円4,820円2,790円

会議室10 1,330円1,550円2,680円1,550円

イ第２陸上競技場野球場（本球場） サッカ・ラグビ場及びテニスコトの会、 、 ー ー ー

議室

利用時間午前８時30分から正午から午前８時30分から

施設区分 正午まで午後６時まで午後６時まで

第２陸上競技場会議室 3,230円 4,030円 6,970円

野球場
会議室 1,330円 1,550円 2,680円

（ 本球場）

サッカ・
会議室 1,330円 1,550円 2,680円

ー

ラグビ場ー

テニスコト会議室 3,230円 4,030円 6,970円ー

ウ武道館の会議室

利用時間午前９時から午後１時から午後５時から

施設区分 午後１時まで午後５時まで午後９時まで

会議室１ 3,230円 4,030円 4,030円

会議室２ 3,230円 4,030円 4,030円

武道館

会議室３ 1,330円 1,550円 1,550円

会議室４ 1,330円 1,550円 1,550円

⑶ラウンジ

利用時間
午前８時3 0 分から午後９時まで

施設区分

ラウンジ１１回につき 2,000円

ラウンジ２１回につき 2,000円

ラウンジ３１回につき 2,000円

陸上競技場
ラウンジ４１回につき 2,000円

ラウンジ５１回につき 2,000円

マロニエ
１回につき 10,000円

ラウンジ

⑷師範室

利用時間午前９時から午後９時まで

施設区分 （ １時間につき）

師範室１ 100円

武道館

師範室２ 100円

⑸控室

利用時間午前９時から午後９時まで

施設区分 （ １時間につき）

控室 100円

武道館

役員控室 100円

⑹宿泊施設

施設
利用者高校生等以下その他の者

利用区分 （１人１泊につき） （１人１泊につき）

県内に居住する者が利用する場合 530円 1,110円

合宿所

県外に居住する者が利用する場合 1,110円 2,230円

⑺附属設備及び器具

区 分 使 用 料

附属設備及び器具時価を考慮し知事が別に定める額

備考

１「高校生等」とは高等専門学校高等学校及びこれらに類する学校その他の施設、 、

の学生及び生徒をいう。

２「入場料」とはその名称のいかんを問わず許可利用者が入場の対価として徴収す、

る金銭をいう。

３やむを得ない理由により午前８時30分前又は午後９時後に陸上競技場若しくはト

レニング室を専用利用する場合又は陸上競技場の会議室若しくはラウンジを利用すー

る場合の使用料は当該午前８時30分前又は午後９時後の利用時間１時間につき次、 、

に掲げる額にそれぞれ1.5を乗じて得た額とするこの場合においてその額に10円。 、

未満の端数があるときは当該端数を切り捨てるものとする、 。

⑴陸上競技場トレニング室及び陸上競技場の会議室午前８時30分前の利用に、 ー

あっては午前８時30分から正午までにつき定められている使用料の額の７分の２に

相当する額午後９時後の利用にあっては午後６時から午後９時までにつき定めら、

れている使用料の額の３分の１に相当する額

⑵ラウンジ午前８時30分から午後９時までの時間１回につき定められている使用

料の額の25分の２に相当する額

４やむを得ない理由により午前８時30分前又は午後６時後に第２陸上競技場野球場、

（本球場） 野球場Ａ野球場Ｂ野球場Ｃウォムアップ場サッカ・ラグ、 、 、 、 ー 、 ー

ビ場若しくは相撲場（以下「第２陸上競技場等」という）若しくはテニスコトー 。 ー

を専用利用する場合又は第２陸上競技場野球場（本球場） サッカ・ラグビ場、 、 ー ー

若しくはテニスコトの会議室を利用する場合の使用料は当該午前８時30分前又はー 、

午後６時後の利用時間１時間につき次に掲げる額にそれぞれ1.5を乗じて得た額と、

するこの場合においてその額に10円未満の端数があるときは当該端数を切り捨。 、 、

てるものとする。

⑴第２陸上競技場等並びに第２陸上競技場野球場（本球場） サッカ・ラグ、 、 ー

ビ場及びテニスコトの会議室午前８時30分前の利用にあっては午前８時30分ー ー

から正午までにつき定められている使用料の額の７分の２に相当する額午後６時、

後の利用にあっては正午から午後６時までにつき定められている使用料の額の６分

の１に相当する額

⑵テニスコト午前８時30分前の利用にあっては午前８時30分から午前10時までー

につき定められている使用料の額の３分の２に相当する額午後６時後の利用に、

あっては午後５時から午後６時までにつき定められている使用料の額

５やむを得ない理由により午前９時前又は午後９時後に武道館を専用利用する場合又

は武道館の会議室師範室若しくは控室を利用する場合の使用料は当該午前９時前、 、

又は午後９時後の利用時間１時間につき次に掲げる額にそれぞれ1.5を乗じて得た、

額とするこの場合においてその額に10円未満の端数があるときは当該端数を切。 、 、

り捨てるものとする。

⑴武道館及び武道館の会議室午前９時前の利用にあっては午前９時から午後１時

まで午後９時後の利用にあっては午後５時から午後９時までにつき定められてい、

る使用料の額の４分の１に相当する額

⑵師範室及び控室午前９時から午後９時までの時間１時間につき定められている

使用料の額

６高校生等以下の者が陸上競技場第２陸上競技場等トレニング室テニスコ、 、 ー 、 ー

ト若しくは武道館を専用利用する場合又は陸上競技場第２陸上競技場野球場（本、 、

球場） サッカ・ラグビ場テニスコト若しくは武道館の会議室ラウンジ、 ー ー 、 ー 、 、

師範室控室若しくは附属設備及び器具を利用する場合の使用料はこの表及び前３、 、

項に定める額を２で除して得た額とするこの場合においてその額に10円未満の端。 、

数があるときは当該端数を切り捨てるものとする、 。

７陸上競技場を専用利用する者が当該専用利用に際し第２陸上競技場を専用利用する

場合の使用料はこの表並びに第４項及び第６項に定める額を２で除して得た額とす、

るこの場合においてその額に10円未満の端数があるときは当該端数を切り捨て。 、 、

るものとする。

８第２陸上競技場野球場（本球場）又はサッカ・ラグビ場を専用利用する者が、 ー ー

当該専用利用に際し当該専用利用に係る施設の会議室を利用する場合の使用料は無、

料とする。

９入場料を徴収して陸上競技場第２陸上競技場等トレニング室テニスコト、 、 ー 、 ー

又は武道館を専用利用する者が当該専用利用に際し陸上競技場第２陸上競技場野、 、

球場（本球場） サッカ・ラグビ場テニスコト若しくは武道館の会議室ラ、 ー ー 、 ー 、

ウンジ師範室控室又は附属設備及び器具を利用する場合（前項に規定する場合を、 、

除く）の使用料はこの表及び第３項から第６項までに定める額に２を乗じて得た。 、

額とする。

第 二 条 栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 名 称 及 び 位 置 ） （ 名 称 及 び 位 置 ）

第 二 条 体 育 施 設 の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お 第 二 条 体 育 施 設 の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お

り と す る 。 り と す る 。

名 称 位 置 名 称 位 置

略 略

栃 木 県 立 温 水 プ ー 小 山 市 栃 木 県 立 温 水 プ ー 小 山 市

ル 館 ル 館
栃 木 県 体 育 館 分 館 宇 都 宮 市

栃 木 県 総 合 運 動 公 宇 都 宮 市 栃 木 県 総 合 運 動 公 宇 都 宮 市

園 北 ・ 中 央 エ リ ア 園 北 ・ 中 央 エ リ ア

栃 木 県 総 合 運 動 公 宇 都 宮 市

園 東 エ リ ア

（ 利 用 の 許 可 ） （ 利 用 の 許 可 ）

第 三 条 体 育 施 設 の う ち 、 別 表 に 掲 げ る 施 設 、 第 三 条 体 育 施 設 の う ち 、 別 表 に 掲 げ る 施 設 、

附 属 設 備 及 び 器 具 （ 以 下 「 施 設 等 」 と い 附 属 設 備 及 び 器 具 （ 以 下 「 施 設 等 」 と い

う 。 ） を 利 用 し よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め う 。 ） を 利 用 し よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め

知 事 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ 知 事 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、 栃 木 県 体 育 館 の 本 館 若 し く は 別 館 の 競 技 し 、 栃 木 県 体 育 館 の 本 館 若 し く は 別 館 の 競 技

場 、 弓 道 場 若 し く は プ ー ル 、 栃 木 県 立 日 光 霧 場 、 弓 道 場 若 し く は プ ー ル 、 栃 木 県 立 日 光 霧

降 ア イ ス ア リ ー ナ の 競 技 場 、 栃 木 県 立 県 南 体 降 ア イ ス ア リ ー ナ の 競 技 場 、 栃 木 県 立 県 南 体

育 館 の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア リ ー ナ 、 柔 道 育 館 の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア リ ー ナ 、 柔 道

場 、 剣 道 場 若 し く は ト レ ー ニ ン グ 室 、 栃 木 県 場 、 剣 道 場 若 し く は ト レ ー ニ ン グ 室 、 栃 木 県

立 県 北 体 育 館 の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア リ ー 立 県 北 体 育 館 の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア リ ー

ナ 、 武 道 場 若 し く は ト レ ー ニ ン グ 室 、 栃 木 県 ナ 、 武 道 場 若 し く は ト レ ー ニ ン グ 室 、 栃 木 県

立 温 水 プ ー ル 館 の プ ー ル 、 立 温 水 プ ー ル 館 の プ ー ル 、 栃 木 県 体 育 館 分 館

栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア の 陸 又 は 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア の 陸

上 競 技 場 、 第 二 陸 上 競 技 場 、 相 撲 上 競 技 場 、 第 二 陸 上 競 技 場 、 水 泳 場 、 相 撲

場 、 ト レ ー ニ ン グ 室 若 し く は 武 道 館 又 は 栃 木 場 、 ト レ ー ニ ン グ 室 若 し く は 武 道 館

県 総 合 運 動 公 園 東 エ リ ア の メ イ ン ア リ ー ナ 、

サ ブ ア リ ー ナ 、 多 目 的 ス タ ジ オ 、 ト レ ー ニ ン

グ 室 、 屋 内 水 泳 場 若 し く は 体 育 館 分 館 （ 第 八 （ 第 八

条 に お い て 「 特 定 施 設 」 と い う 。 ） を 普 通 利 条 に お い て 「 特 定 施 設 」 と い う 。 ） を 普 通 利

用 し よ う と す る 者 に つ い て は 、 こ の 限 り で な 用 し よ う と す る 者 に つ い て は 、 こ の 限 り で な

い 。 い 。

（ 使 用 料 ） （ 使 用 料 ）

第 十 条 栃 木 県 グ リ ー ン ス タ ジ ア ム の 許 可 利 用 第 十 条 栃 木 県 グ リ ー ン ス タ ジ ア ム の 許 可 利 用

者 及 び 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア 又 者 及 び 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア

は 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 東 エ リ ア の 利 用 者 は 、 の 利 用 者 は 、

別 表 に 定 め る 使 用 料 を 納 付 し な け れ ば な ら な 別 表 に 定 め る 使 用 料 を 納 付 し な け れ ば な ら な

い 。 い 。

２ 略 ２ 略

（ 利 用 料 金 ） （ 利 用 料 金 ）

第 十 三 条 利 用 者 （ 栃 木 県 グ リ ー ン ス タ ジ ア ム 第 十 三 条 利 用 者 （ 栃 木 県 グ リ ー ン ス タ ジ ア ム

の 許 可 利 用 者 及 び 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 の 許 可 利 用 者 及 び 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中

央 エ リ ア 又 は 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 東 エ リ ア の 央 エ リ ア の

利 用 者 を 除 く 。 ） は 、 当 該 利 用 に 係 る 料 金 利 用 者 を 除 く 。 ） は 、 当 該 利 用 に 係 る 料 金

（ 以 下 「 利 用 料 金 」 と い う 。 ） を 指 定 管 理 者 （ 以 下 「 利 用 料 金 」 と い う 。 ） を 指 定 管 理 者

に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

２ ・ ３ 略 ２ ・ ３ 略

別 表 ７ 栃 木 県 体 育 館 分 館 の 利 用 料 金 の 基 準 額 の 部 を 削 り 、 同 表 ８ 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央

エ リ ア 使 用 料 の 部 ⑴ 運 動 施 設 の 款 ア 普 通 利 用 の 場 合 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

ア普通利用の場合

(ｱ) 陸上競技場

利用時間
午前８時3 0分から午後９時まで

利用者

陸上競技場を利用する者（１人１回につき） 250円

(ｲ) 第２陸上競技場

利用時間
午前８時3 0分から午後６時まで

利用者

第２陸上競技場を利用する者（１人１回につき） 120円

(ｳ) 相撲場

利用時間
午前８時3 0分から午後６時まで

利用者

相撲場を利用する者（１人１回につき） 100円

(ｴ) トレニング室ー

利用時間午前８時3 0分から午後９時まで

利用者 （ ４時間につき）

高校生等以下 200円

そ の 他 の 者 400円

(ｵ) 武道館

利用時間午前９時から午後１時から午後５時から

利用者 午後１時まで午後５時まで午後９時まで

高校生等以下
210円 210円 210円

（ １人１回につき）

その他の者
430円 430円 430円

（ １人１回につき）

別 表 ８ 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア 使 用 料 の 部 中 「８栃木県総合運動公園北・中央エ

リア使用料」 を 「７栃木県総合運動公園北・中央エリア使用料」 に 改 め 、 同 表 に 次 の よ う に 加

え る 。

８栃木県総合運動公園東エリア使用料

⑴運動施設

ア普通利用の場合

(ｱ) メインアリナサブアリナ及び多目的スタジオー 、 ー

利用時間午前９時から午後１時から午後５時から

利用者 午後１時まで午後５時まで午後９時まで

高校生等以下
350円 350円 350円

（ １人１回につき）

その他の者
700円 700円 700円

（ １人１回につき）

(ｲ) トレニング室ー

利用時間午前９時から午後１時から午後５時から

利用者 午後１時まで午後５時まで午後９時まで

高校生等以下
400円 400円 400円

（ １人１回につき）

その他の者
800円 800円 800円

（ １人１回につき）

(ｳ) 屋内水泳場

利用時間
午前９時から午後９時まで

利用者

高校生等以下（ １人１回につき） 350円

その他の者（ １人１回につき） 700円
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⑸控室

利用時間午前９時から午後９時まで

施設区分 （ １時間につき）

控室 100円

武道館

役員控室 100円

⑹宿泊施設

施設
利用者高校生等以下その他の者

利用区分 （１人１泊につき） （１人１泊につき）

県内に居住する者が利用する場合 530円 1,110円

合宿所

県外に居住する者が利用する場合 1,110円 2,230円

⑺附属設備及び器具

区 分 使 用 料

附属設備及び器具時価を考慮し知事が別に定める額

備考

１「高校生等」とは高等専門学校高等学校及びこれらに類する学校その他の施設、 、

の学生及び生徒をいう。

２「入場料」とはその名称のいかんを問わず許可利用者が入場の対価として徴収す、

る金銭をいう。

３やむを得ない理由により午前８時30分前又は午後９時後に陸上競技場若しくはト

レニング室を専用利用する場合又は陸上競技場の会議室若しくはラウンジを利用すー

る場合の使用料は当該午前８時30分前又は午後９時後の利用時間１時間につき次、 、

に掲げる額にそれぞれ1.5を乗じて得た額とするこの場合においてその額に10円。 、

未満の端数があるときは当該端数を切り捨てるものとする、 。

⑴陸上競技場トレニング室及び陸上競技場の会議室午前８時30分前の利用に、 ー

あっては午前８時30分から正午までにつき定められている使用料の額の７分の２に

相当する額午後９時後の利用にあっては午後６時から午後９時までにつき定めら、

れている使用料の額の３分の１に相当する額

⑵ラウンジ午前８時30分から午後９時までの時間１回につき定められている使用

料の額の25分の２に相当する額

４やむを得ない理由により午前８時30分前又は午後６時後に第２陸上競技場野球場、

（本球場） 野球場Ａ野球場Ｂ野球場Ｃウォムアップ場サッカ・ラグ、 、 、 、 ー 、 ー

ビ場若しくは相撲場（以下「第２陸上競技場等」という）若しくはテニスコトー 。 ー

を専用利用する場合又は第２陸上競技場野球場（本球場） サッカ・ラグビ場、 、 ー ー

若しくはテニスコトの会議室を利用する場合の使用料は当該午前８時30分前又はー 、

午後６時後の利用時間１時間につき次に掲げる額にそれぞれ1.5を乗じて得た額と、

するこの場合においてその額に10円未満の端数があるときは当該端数を切り捨。 、 、

てるものとする。

⑴第２陸上競技場等並びに第２陸上競技場野球場（本球場） サッカ・ラグ、 、 ー

ビ場及びテニスコトの会議室午前８時30分前の利用にあっては午前８時30分ー ー

から正午までにつき定められている使用料の額の７分の２に相当する額午後６時、

後の利用にあっては正午から午後６時までにつき定められている使用料の額の６分

の１に相当する額

⑵テニスコト午前８時30分前の利用にあっては午前８時30分から午前10時までー

につき定められている使用料の額の３分の２に相当する額午後６時後の利用に、

あっては午後５時から午後６時までにつき定められている使用料の額

５やむを得ない理由により午前９時前又は午後９時後に武道館を専用利用する場合又

は武道館の会議室師範室若しくは控室を利用する場合の使用料は当該午前９時前、 、

又は午後９時後の利用時間１時間につき次に掲げる額にそれぞれ1.5を乗じて得た、

額とするこの場合においてその額に10円未満の端数があるときは当該端数を切。 、 、

り捨てるものとする。

⑴武道館及び武道館の会議室午前９時前の利用にあっては午前９時から午後１時

まで午後９時後の利用にあっては午後５時から午後９時までにつき定められてい、

る使用料の額の４分の１に相当する額

⑵師範室及び控室午前９時から午後９時までの時間１時間につき定められている

使用料の額

６高校生等以下の者が陸上競技場第２陸上競技場等トレニング室テニスコ、 、 ー 、 ー

ト若しくは武道館を専用利用する場合又は陸上競技場第２陸上競技場野球場（本、 、

球場） サッカ・ラグビ場テニスコト若しくは武道館の会議室ラウンジ、 ー ー 、 ー 、 、

師範室控室若しくは附属設備及び器具を利用する場合の使用料はこの表及び前３、 、

項に定める額を２で除して得た額とするこの場合においてその額に10円未満の端。 、

数があるときは当該端数を切り捨てるものとする、 。

７陸上競技場を専用利用する者が当該専用利用に際し第２陸上競技場を専用利用する

場合の使用料はこの表並びに第４項及び第６項に定める額を２で除して得た額とす、

るこの場合においてその額に10円未満の端数があるときは当該端数を切り捨て。 、 、

るものとする。

８第２陸上競技場野球場（本球場）又はサッカ・ラグビ場を専用利用する者が、 ー ー

当該専用利用に際し当該専用利用に係る施設の会議室を利用する場合の使用料は無、

料とする。

９入場料を徴収して陸上競技場第２陸上競技場等トレニング室テニスコト、 、 ー 、 ー

又は武道館を専用利用する者が当該専用利用に際し陸上競技場第２陸上競技場野、 、

球場（本球場） サッカ・ラグビ場テニスコト若しくは武道館の会議室ラ、 ー ー 、 ー 、

ウンジ師範室控室又は附属設備及び器具を利用する場合（前項に規定する場合を、 、

除く）の使用料はこの表及び第３項から第６項までに定める額に２を乗じて得た。 、

額とする。

第 二 条 栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 名 称 及 び 位 置 ） （ 名 称 及 び 位 置 ）

第 二 条 体 育 施 設 の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お 第 二 条 体 育 施 設 の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お

り と す る 。 り と す る 。

名 称 位 置 名 称 位 置

略 略

栃 木 県 立 温 水 プ ー 小 山 市 栃 木 県 立 温 水 プ ー 小 山 市

ル 館 ル 館
栃 木 県 体 育 館 分 館 宇 都 宮 市

栃 木 県 総 合 運 動 公 宇 都 宮 市 栃 木 県 総 合 運 動 公 宇 都 宮 市

園 北 ・ 中 央 エ リ ア 園 北 ・ 中 央 エ リ ア

栃 木 県 総 合 運 動 公 宇 都 宮 市

園 東 エ リ ア

（ 利 用 の 許 可 ） （ 利 用 の 許 可 ）

第 三 条 体 育 施 設 の う ち 、 別 表 に 掲 げ る 施 設 、 第 三 条 体 育 施 設 の う ち 、 別 表 に 掲 げ る 施 設 、

附 属 設 備 及 び 器 具 （ 以 下 「 施 設 等 」 と い 附 属 設 備 及 び 器 具 （ 以 下 「 施 設 等 」 と い

う 。 ） を 利 用 し よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め う 。 ） を 利 用 し よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め

知 事 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ 知 事 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、 栃 木 県 体 育 館 の 本 館 若 し く は 別 館 の 競 技 し 、 栃 木 県 体 育 館 の 本 館 若 し く は 別 館 の 競 技

場 、 弓 道 場 若 し く は プ ー ル 、 栃 木 県 立 日 光 霧 場 、 弓 道 場 若 し く は プ ー ル 、 栃 木 県 立 日 光 霧

降 ア イ ス ア リ ー ナ の 競 技 場 、 栃 木 県 立 県 南 体 降 ア イ ス ア リ ー ナ の 競 技 場 、 栃 木 県 立 県 南 体

育 館 の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア リ ー ナ 、 柔 道 育 館 の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア リ ー ナ 、 柔 道

場 、 剣 道 場 若 し く は ト レ ー ニ ン グ 室 、 栃 木 県 場 、 剣 道 場 若 し く は ト レ ー ニ ン グ 室 、 栃 木 県

立 県 北 体 育 館 の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア リ ー 立 県 北 体 育 館 の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア リ ー

ナ 、 武 道 場 若 し く は ト レ ー ニ ン グ 室 、 栃 木 県 ナ 、 武 道 場 若 し く は ト レ ー ニ ン グ 室 、 栃 木 県

立 温 水 プ ー ル 館 の プ ー ル 、 立 温 水 プ ー ル 館 の プ ー ル 、 栃 木 県 体 育 館 分 館

栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア の 陸 又 は 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア の 陸

上 競 技 場 、 第 二 陸 上 競 技 場 、 相 撲 上 競 技 場 、 第 二 陸 上 競 技 場 、 水 泳 場 、 相 撲

場 、 ト レ ー ニ ン グ 室 若 し く は 武 道 館 又 は 栃 木 場 、 ト レ ー ニ ン グ 室 若 し く は 武 道 館

県 総 合 運 動 公 園 東 エ リ ア の メ イ ン ア リ ー ナ 、

サ ブ ア リ ー ナ 、 多 目 的 ス タ ジ オ 、 ト レ ー ニ ン

グ 室 、 屋 内 水 泳 場 若 し く は 体 育 館 分 館 （ 第 八 （ 第 八

条 に お い て 「 特 定 施 設 」 と い う 。 ） を 普 通 利 条 に お い て 「 特 定 施 設 」 と い う 。 ） を 普 通 利

用 し よ う と す る 者 に つ い て は 、 こ の 限 り で な 用 し よ う と す る 者 に つ い て は 、 こ の 限 り で な

い 。 い 。

（ 使 用 料 ） （ 使 用 料 ）

第 十 条 栃 木 県 グ リ ー ン ス タ ジ ア ム の 許 可 利 用 第 十 条 栃 木 県 グ リ ー ン ス タ ジ ア ム の 許 可 利 用

者 及 び 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア 又 者 及 び 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア

は 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 東 エ リ ア の 利 用 者 は 、 の 利 用 者 は 、

別 表 に 定 め る 使 用 料 を 納 付 し な け れ ば な ら な 別 表 に 定 め る 使 用 料 を 納 付 し な け れ ば な ら な

い 。 い 。

２ 略 ２ 略

（ 利 用 料 金 ） （ 利 用 料 金 ）

第 十 三 条 利 用 者 （ 栃 木 県 グ リ ー ン ス タ ジ ア ム 第 十 三 条 利 用 者 （ 栃 木 県 グ リ ー ン ス タ ジ ア ム

の 許 可 利 用 者 及 び 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 の 許 可 利 用 者 及 び 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中

央 エ リ ア 又 は 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 東 エ リ ア の 央 エ リ ア の

利 用 者 を 除 く 。 ） は 、 当 該 利 用 に 係 る 料 金 利 用 者 を 除 く 。 ） は 、 当 該 利 用 に 係 る 料 金

（ 以 下 「 利 用 料 金 」 と い う 。 ） を 指 定 管 理 者 （ 以 下 「 利 用 料 金 」 と い う 。 ） を 指 定 管 理 者

に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

２ ・ ３ 略 ２ ・ ３ 略

別 表 ７ 栃 木 県 体 育 館 分 館 の 利 用 料 金 の 基 準 額 の 部 を 削 り 、 同 表 ８ 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央

エ リ ア 使 用 料 の 部 ⑴ 運 動 施 設 の 款 ア 普 通 利 用 の 場 合 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

ア普通利用の場合

(ｱ) 陸上競技場

利用時間
午前８時3 0分から午後９時まで

利用者

陸上競技場を利用する者（１人１回につき） 250円

(ｲ) 第２陸上競技場

利用時間
午前８時3 0分から午後６時まで

利用者

第２陸上競技場を利用する者（１人１回につき） 120円

(ｳ) 相撲場

利用時間
午前８時3 0分から午後６時まで

利用者

相撲場を利用する者（１人１回につき） 100円

(ｴ) トレニング室ー

利用時間午前８時3 0分から午後９時まで

利用者 （ ４時間につき）

高校生等以下 200円

そ の 他 の 者 400円

(ｵ) 武道館

利用時間午前９時から午後１時から午後５時から

利用者 午後１時まで午後５時まで午後９時まで

高校生等以下
210円 210円 210円

（ １人１回につき）

その他の者
430円 430円 430円

（ １人１回につき）

別 表 ８ 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア 使 用 料 の 部 中 「８栃木県総合運動公園北・中央エ

リア使用料」 を 「７栃木県総合運動公園北・中央エリア使用料」 に 改 め 、 同 表 に 次 の よ う に 加

え る 。

８栃木県総合運動公園東エリア使用料

⑴運動施設

ア普通利用の場合

(ｱ) メインアリナサブアリナ及び多目的スタジオー 、 ー

利用時間午前９時から午後１時から午後５時から

利用者 午後１時まで午後５時まで午後９時まで

高校生等以下
350円 350円 350円

（ １人１回につき）

その他の者
700円 700円 700円

（ １人１回につき）

(ｲ) トレニング室ー

利用時間午前９時から午後１時から午後５時から

利用者 午後１時まで午後５時まで午後９時まで

高校生等以下
400円 400円 400円

（ １人１回につき）

その他の者
800円 800円 800円

（ １人１回につき）

(ｳ) 屋内水泳場

利用時間
午前９時から午後９時まで

利用者

高校生等以下（ １人１回につき） 350円

その他の者（ １人１回につき） 700円
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⑸控室

利用時間午前９時から午後９時まで

施設区分 （ １時間につき）

控室 100円

武道館

役員控室 100円

⑹宿泊施設

施設
利用者高校生等以下その他の者

利用区分 （１人１泊につき） （１人１泊につき）

県内に居住する者が利用する場合 530円 1,110円

合宿所

県外に居住する者が利用する場合 1,110円 2,230円

⑺附属設備及び器具

区 分 使 用 料

附属設備及び器具時価を考慮し知事が別に定める額

備考

１「高校生等」とは高等専門学校高等学校及びこれらに類する学校その他の施設、 、

の学生及び生徒をいう。

２「入場料」とはその名称のいかんを問わず許可利用者が入場の対価として徴収す、

る金銭をいう。

３やむを得ない理由により午前８時30分前又は午後９時後に陸上競技場若しくはト

レニング室を専用利用する場合又は陸上競技場の会議室若しくはラウンジを利用すー

る場合の使用料は当該午前８時30分前又は午後９時後の利用時間１時間につき次、 、

に掲げる額にそれぞれ1.5を乗じて得た額とするこの場合においてその額に10円。 、

未満の端数があるときは当該端数を切り捨てるものとする、 。

⑴陸上競技場トレニング室及び陸上競技場の会議室午前８時30分前の利用に、 ー

あっては午前８時30分から正午までにつき定められている使用料の額の７分の２に

相当する額午後９時後の利用にあっては午後６時から午後９時までにつき定めら、

れている使用料の額の３分の１に相当する額

⑵ラウンジ午前８時30分から午後９時までの時間１回につき定められている使用

料の額の25分の２に相当する額

４やむを得ない理由により午前８時30分前又は午後６時後に第２陸上競技場野球場、

（本球場） 野球場Ａ野球場Ｂ野球場Ｃウォムアップ場サッカ・ラグ、 、 、 、 ー 、 ー

ビ場若しくは相撲場（以下「第２陸上競技場等」という）若しくはテニスコトー 。 ー

を専用利用する場合又は第２陸上競技場野球場（本球場） サッカ・ラグビ場、 、 ー ー

若しくはテニスコトの会議室を利用する場合の使用料は当該午前８時30分前又はー 、

午後６時後の利用時間１時間につき次に掲げる額にそれぞれ1.5を乗じて得た額と、

するこの場合においてその額に10円未満の端数があるときは当該端数を切り捨。 、 、

てるものとする。

⑴第２陸上競技場等並びに第２陸上競技場野球場（本球場） サッカ・ラグ、 、 ー

ビ場及びテニスコトの会議室午前８時30分前の利用にあっては午前８時30分ー ー

から正午までにつき定められている使用料の額の７分の２に相当する額午後６時、

後の利用にあっては正午から午後６時までにつき定められている使用料の額の６分

の１に相当する額

⑵テニスコト午前８時30分前の利用にあっては午前８時30分から午前10時までー

につき定められている使用料の額の３分の２に相当する額午後６時後の利用に、

あっては午後５時から午後６時までにつき定められている使用料の額

５やむを得ない理由により午前９時前又は午後９時後に武道館を専用利用する場合又

は武道館の会議室師範室若しくは控室を利用する場合の使用料は当該午前９時前、 、

又は午後９時後の利用時間１時間につき次に掲げる額にそれぞれ1.5を乗じて得た、

額とするこの場合においてその額に10円未満の端数があるときは当該端数を切。 、 、

り捨てるものとする。

⑴武道館及び武道館の会議室午前９時前の利用にあっては午前９時から午後１時

まで午後９時後の利用にあっては午後５時から午後９時までにつき定められてい、

る使用料の額の４分の１に相当する額

⑵師範室及び控室午前９時から午後９時までの時間１時間につき定められている

使用料の額

６高校生等以下の者が陸上競技場第２陸上競技場等トレニング室テニスコ、 、 ー 、 ー

ト若しくは武道館を専用利用する場合又は陸上競技場第２陸上競技場野球場（本、 、

球場） サッカ・ラグビ場テニスコト若しくは武道館の会議室ラウンジ、 ー ー 、 ー 、 、

師範室控室若しくは附属設備及び器具を利用する場合の使用料はこの表及び前３、 、

項に定める額を２で除して得た額とするこの場合においてその額に10円未満の端。 、

数があるときは当該端数を切り捨てるものとする、 。

７陸上競技場を専用利用する者が当該専用利用に際し第２陸上競技場を専用利用する

場合の使用料はこの表並びに第４項及び第６項に定める額を２で除して得た額とす、

るこの場合においてその額に10円未満の端数があるときは当該端数を切り捨て。 、 、

るものとする。

８第２陸上競技場野球場（本球場）又はサッカ・ラグビ場を専用利用する者が、 ー ー

当該専用利用に際し当該専用利用に係る施設の会議室を利用する場合の使用料は無、

料とする。

９入場料を徴収して陸上競技場第２陸上競技場等トレニング室テニスコト、 、 ー 、 ー

又は武道館を専用利用する者が当該専用利用に際し陸上競技場第２陸上競技場野、 、

球場（本球場） サッカ・ラグビ場テニスコト若しくは武道館の会議室ラ、 ー ー 、 ー 、

ウンジ師範室控室又は附属設備及び器具を利用する場合（前項に規定する場合を、 、

除く）の使用料はこの表及び第３項から第６項までに定める額に２を乗じて得た。 、

額とする。

第 二 条 栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 名 称 及 び 位 置 ） （ 名 称 及 び 位 置 ）

第 二 条 体 育 施 設 の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お 第 二 条 体 育 施 設 の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お

り と す る 。 り と す る 。

名 称 位 置 名 称 位 置

略 略

栃 木 県 立 温 水 プ ー 小 山 市 栃 木 県 立 温 水 プ ー 小 山 市

ル 館 ル 館
栃 木 県 体 育 館 分 館 宇 都 宮 市

栃 木 県 総 合 運 動 公 宇 都 宮 市 栃 木 県 総 合 運 動 公 宇 都 宮 市

園 北 ・ 中 央 エ リ ア 園 北 ・ 中 央 エ リ ア

栃 木 県 総 合 運 動 公 宇 都 宮 市

園 東 エ リ ア

（ 利 用 の 許 可 ） （ 利 用 の 許 可 ）

第 三 条 体 育 施 設 の う ち 、 別 表 に 掲 げ る 施 設 、 第 三 条 体 育 施 設 の う ち 、 別 表 に 掲 げ る 施 設 、

附 属 設 備 及 び 器 具 （ 以 下 「 施 設 等 」 と い 附 属 設 備 及 び 器 具 （ 以 下 「 施 設 等 」 と い

う 。 ） を 利 用 し よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め う 。 ） を 利 用 し よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め

知 事 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ 知 事 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、 栃 木 県 体 育 館 の 本 館 若 し く は 別 館 の 競 技 し 、 栃 木 県 体 育 館 の 本 館 若 し く は 別 館 の 競 技

場 、 弓 道 場 若 し く は プ ー ル 、 栃 木 県 立 日 光 霧 場 、 弓 道 場 若 し く は プ ー ル 、 栃 木 県 立 日 光 霧

降 ア イ ス ア リ ー ナ の 競 技 場 、 栃 木 県 立 県 南 体 降 ア イ ス ア リ ー ナ の 競 技 場 、 栃 木 県 立 県 南 体

育 館 の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア リ ー ナ 、 柔 道 育 館 の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア リ ー ナ 、 柔 道

場 、 剣 道 場 若 し く は ト レ ー ニ ン グ 室 、 栃 木 県 場 、 剣 道 場 若 し く は ト レ ー ニ ン グ 室 、 栃 木 県

立 県 北 体 育 館 の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア リ ー 立 県 北 体 育 館 の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア リ ー

ナ 、 武 道 場 若 し く は ト レ ー ニ ン グ 室 、 栃 木 県 ナ 、 武 道 場 若 し く は ト レ ー ニ ン グ 室 、 栃 木 県

立 温 水 プ ー ル 館 の プ ー ル 、 立 温 水 プ ー ル 館 の プ ー ル 、 栃 木 県 体 育 館 分 館

栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア の 陸 又 は 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア の 陸

上 競 技 場 、 第 二 陸 上 競 技 場 、 相 撲 上 競 技 場 、 第 二 陸 上 競 技 場 、 水 泳 場 、 相 撲

場 、 ト レ ー ニ ン グ 室 若 し く は 武 道 館 又 は 栃 木 場 、 ト レ ー ニ ン グ 室 若 し く は 武 道 館

県 総 合 運 動 公 園 東 エ リ ア の メ イ ン ア リ ー ナ 、

サ ブ ア リ ー ナ 、 多 目 的 ス タ ジ オ 、 ト レ ー ニ ン

グ 室 、 屋 内 水 泳 場 若 し く は 体 育 館 分 館 （ 第 八 （ 第 八

条 に お い て 「 特 定 施 設 」 と い う 。 ） を 普 通 利 条 に お い て 「 特 定 施 設 」 と い う 。 ） を 普 通 利

用 し よ う と す る 者 に つ い て は 、 こ の 限 り で な 用 し よ う と す る 者 に つ い て は 、 こ の 限 り で な

い 。 い 。

（ 使 用 料 ） （ 使 用 料 ）

第 十 条 栃 木 県 グ リ ー ン ス タ ジ ア ム の 許 可 利 用 第 十 条 栃 木 県 グ リ ー ン ス タ ジ ア ム の 許 可 利 用

者 及 び 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア 又 者 及 び 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア

は 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 東 エ リ ア の 利 用 者 は 、 の 利 用 者 は 、

別 表 に 定 め る 使 用 料 を 納 付 し な け れ ば な ら な 別 表 に 定 め る 使 用 料 を 納 付 し な け れ ば な ら な

い 。 い 。

２ 略 ２ 略

（ 利 用 料 金 ） （ 利 用 料 金 ）

第 十 三 条 利 用 者 （ 栃 木 県 グ リ ー ン ス タ ジ ア ム 第 十 三 条 利 用 者 （ 栃 木 県 グ リ ー ン ス タ ジ ア ム

の 許 可 利 用 者 及 び 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 の 許 可 利 用 者 及 び 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中

央 エ リ ア 又 は 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 東 エ リ ア の 央 エ リ ア の

利 用 者 を 除 く 。 ） は 、 当 該 利 用 に 係 る 料 金 利 用 者 を 除 く 。 ） は 、 当 該 利 用 に 係 る 料 金

（ 以 下 「 利 用 料 金 」 と い う 。 ） を 指 定 管 理 者 （ 以 下 「 利 用 料 金 」 と い う 。 ） を 指 定 管 理 者

に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

２ ・ ３ 略 ２ ・ ３ 略

別 表 ７ 栃 木 県 体 育 館 分 館 の 利 用 料 金 の 基 準 額 の 部 を 削 り 、 同 表 ８ 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央

エ リ ア 使 用 料 の 部 ⑴ 運 動 施 設 の 款 ア 普 通 利 用 の 場 合 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

ア普通利用の場合

(ｱ) 陸上競技場

利用時間
午前８時3 0分から午後９時まで

利用者

陸上競技場を利用する者（１人１回につき） 250円

(ｲ) 第２陸上競技場

利用時間
午前８時3 0分から午後６時まで

利用者

第２陸上競技場を利用する者（１人１回につき） 120円

(ｳ) 相撲場

利用時間
午前８時3 0分から午後６時まで

利用者

相撲場を利用する者（１人１回につき） 100円

(ｴ) トレニング室ー

利用時間午前８時3 0分から午後９時まで

利用者 （ ４時間につき）

高校生等以下 200円

そ の 他 の 者 400円

(ｵ) 武道館

利用時間午前９時から午後１時から午後５時から

利用者 午後１時まで午後５時まで午後９時まで

高校生等以下
210円 210円 210円

（ １人１回につき）

その他の者
430円 430円 430円

（ １人１回につき）

別 表 ８ 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア 使 用 料 の 部 中 「８栃木県総合運動公園北・中央エ

リア使用料」 を 「７栃木県総合運動公園北・中央エリア使用料」 に 改 め 、 同 表 に 次 の よ う に 加

え る 。

８栃木県総合運動公園東エリア使用料

⑴運動施設

ア普通利用の場合

(ｱ) メインアリナサブアリナ及び多目的スタジオー 、 ー

利用時間午前９時から午後１時から午後５時から

利用者 午後１時まで午後５時まで午後９時まで

高校生等以下
350円 350円 350円

（ １人１回につき）

その他の者
700円 700円 700円

（ １人１回につき）

(ｲ) トレニング室ー

利用時間午前９時から午後１時から午後５時から

利用者 午後１時まで午後５時まで午後９時まで

高校生等以下
400円 400円 400円

（ １人１回につき）

その他の者
800円 800円 800円

（ １人１回につき）

(ｳ) 屋内水泳場

利用時間
午前９時から午後９時まで

利用者

高校生等以下（ １人１回につき） 350円

その他の者（ １人１回につき） 700円
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⑸控室

利用時間午前９時から午後９時まで

施設区分 （ １時間につき）

控室 100円

武道館

役員控室 100円

⑹宿泊施設

施設
利用者高校生等以下その他の者

利用区分 （１人１泊につき） （１人１泊につき）

県内に居住する者が利用する場合 530円 1,110円

合宿所

県外に居住する者が利用する場合 1,110円 2,230円

⑺附属設備及び器具

区 分 使 用 料

附属設備及び器具時価を考慮し知事が別に定める額

備考

１「高校生等」とは高等専門学校高等学校及びこれらに類する学校その他の施設、 、

の学生及び生徒をいう。

２「入場料」とはその名称のいかんを問わず許可利用者が入場の対価として徴収す、

る金銭をいう。

３やむを得ない理由により午前８時30分前又は午後９時後に陸上競技場若しくはト

レニング室を専用利用する場合又は陸上競技場の会議室若しくはラウンジを利用すー

る場合の使用料は当該午前８時30分前又は午後９時後の利用時間１時間につき次、 、

に掲げる額にそれぞれ1.5を乗じて得た額とするこの場合においてその額に10円。 、

未満の端数があるときは当該端数を切り捨てるものとする、 。

⑴陸上競技場トレニング室及び陸上競技場の会議室午前８時30分前の利用に、 ー

あっては午前８時30分から正午までにつき定められている使用料の額の７分の２に

相当する額午後９時後の利用にあっては午後６時から午後９時までにつき定めら、

れている使用料の額の３分の１に相当する額

⑵ラウンジ午前８時30分から午後９時までの時間１回につき定められている使用

料の額の25分の２に相当する額

４やむを得ない理由により午前８時30分前又は午後６時後に第２陸上競技場野球場、

（本球場） 野球場Ａ野球場Ｂ野球場Ｃウォムアップ場サッカ・ラグ、 、 、 、 ー 、 ー

ビ場若しくは相撲場（以下「第２陸上競技場等」という）若しくはテニスコトー 。 ー

を専用利用する場合又は第２陸上競技場野球場（本球場） サッカ・ラグビ場、 、 ー ー

若しくはテニスコトの会議室を利用する場合の使用料は当該午前８時30分前又はー 、

午後６時後の利用時間１時間につき次に掲げる額にそれぞれ1.5を乗じて得た額と、

するこの場合においてその額に10円未満の端数があるときは当該端数を切り捨。 、 、

てるものとする。

⑴第２陸上競技場等並びに第２陸上競技場野球場（本球場） サッカ・ラグ、 、 ー

ビ場及びテニスコトの会議室午前８時30分前の利用にあっては午前８時30分ー ー

から正午までにつき定められている使用料の額の７分の２に相当する額午後６時、

後の利用にあっては正午から午後６時までにつき定められている使用料の額の６分

の１に相当する額

⑵テニスコト午前８時30分前の利用にあっては午前８時30分から午前10時までー

につき定められている使用料の額の３分の２に相当する額午後６時後の利用に、

あっては午後５時から午後６時までにつき定められている使用料の額

５やむを得ない理由により午前９時前又は午後９時後に武道館を専用利用する場合又

は武道館の会議室師範室若しくは控室を利用する場合の使用料は当該午前９時前、 、

又は午後９時後の利用時間１時間につき次に掲げる額にそれぞれ1.5を乗じて得た、

額とするこの場合においてその額に10円未満の端数があるときは当該端数を切。 、 、

り捨てるものとする。

⑴武道館及び武道館の会議室午前９時前の利用にあっては午前９時から午後１時

まで午後９時後の利用にあっては午後５時から午後９時までにつき定められてい、

る使用料の額の４分の１に相当する額

⑵師範室及び控室午前９時から午後９時までの時間１時間につき定められている

使用料の額

６高校生等以下の者が陸上競技場第２陸上競技場等トレニング室テニスコ、 、 ー 、 ー

ト若しくは武道館を専用利用する場合又は陸上競技場第２陸上競技場野球場（本、 、

球場） サッカ・ラグビ場テニスコト若しくは武道館の会議室ラウンジ、 ー ー 、 ー 、 、

師範室控室若しくは附属設備及び器具を利用する場合の使用料はこの表及び前３、 、

項に定める額を２で除して得た額とするこの場合においてその額に10円未満の端。 、

数があるときは当該端数を切り捨てるものとする、 。

７陸上競技場を専用利用する者が当該専用利用に際し第２陸上競技場を専用利用する

場合の使用料はこの表並びに第４項及び第６項に定める額を２で除して得た額とす、

るこの場合においてその額に10円未満の端数があるときは当該端数を切り捨て。 、 、

るものとする。

８第２陸上競技場野球場（本球場）又はサッカ・ラグビ場を専用利用する者が、 ー ー

当該専用利用に際し当該専用利用に係る施設の会議室を利用する場合の使用料は無、

料とする。

９入場料を徴収して陸上競技場第２陸上競技場等トレニング室テニスコト、 、 ー 、 ー

又は武道館を専用利用する者が当該専用利用に際し陸上競技場第２陸上競技場野、 、

球場（本球場） サッカ・ラグビ場テニスコト若しくは武道館の会議室ラ、 ー ー 、 ー 、

ウンジ師範室控室又は附属設備及び器具を利用する場合（前項に規定する場合を、 、

除く）の使用料はこの表及び第３項から第６項までに定める額に２を乗じて得た。 、

額とする。

第 二 条 栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 名 称 及 び 位 置 ） （ 名 称 及 び 位 置 ）

第 二 条 体 育 施 設 の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お 第 二 条 体 育 施 設 の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お

り と す る 。 り と す る 。

名 称 位 置 名 称 位 置

略 略

栃 木 県 立 温 水 プ ー 小 山 市 栃 木 県 立 温 水 プ ー 小 山 市

ル 館 ル 館
栃 木 県 体 育 館 分 館 宇 都 宮 市

栃 木 県 総 合 運 動 公 宇 都 宮 市 栃 木 県 総 合 運 動 公 宇 都 宮 市

園 北 ・ 中 央 エ リ ア 園 北 ・ 中 央 エ リ ア

栃 木 県 総 合 運 動 公 宇 都 宮 市

園 東 エ リ ア

（ 利 用 の 許 可 ） （ 利 用 の 許 可 ）

第 三 条 体 育 施 設 の う ち 、 別 表 に 掲 げ る 施 設 、 第 三 条 体 育 施 設 の う ち 、 別 表 に 掲 げ る 施 設 、

附 属 設 備 及 び 器 具 （ 以 下 「 施 設 等 」 と い 附 属 設 備 及 び 器 具 （ 以 下 「 施 設 等 」 と い

う 。 ） を 利 用 し よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め う 。 ） を 利 用 し よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め

知 事 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ 知 事 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、 栃 木 県 体 育 館 の 本 館 若 し く は 別 館 の 競 技 し 、 栃 木 県 体 育 館 の 本 館 若 し く は 別 館 の 競 技

場 、 弓 道 場 若 し く は プ ー ル 、 栃 木 県 立 日 光 霧 場 、 弓 道 場 若 し く は プ ー ル 、 栃 木 県 立 日 光 霧

降 ア イ ス ア リ ー ナ の 競 技 場 、 栃 木 県 立 県 南 体 降 ア イ ス ア リ ー ナ の 競 技 場 、 栃 木 県 立 県 南 体

育 館 の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア リ ー ナ 、 柔 道 育 館 の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア リ ー ナ 、 柔 道

場 、 剣 道 場 若 し く は ト レ ー ニ ン グ 室 、 栃 木 県 場 、 剣 道 場 若 し く は ト レ ー ニ ン グ 室 、 栃 木 県

立 県 北 体 育 館 の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア リ ー 立 県 北 体 育 館 の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア リ ー

ナ 、 武 道 場 若 し く は ト レ ー ニ ン グ 室 、 栃 木 県 ナ 、 武 道 場 若 し く は ト レ ー ニ ン グ 室 、 栃 木 県

立 温 水 プ ー ル 館 の プ ー ル 、 立 温 水 プ ー ル 館 の プ ー ル 、 栃 木 県 体 育 館 分 館

栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア の 陸 又 は 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア の 陸

上 競 技 場 、 第 二 陸 上 競 技 場 、 相 撲 上 競 技 場 、 第 二 陸 上 競 技 場 、 水 泳 場 、 相 撲

場 、 ト レ ー ニ ン グ 室 若 し く は 武 道 館 又 は 栃 木 場 、 ト レ ー ニ ン グ 室 若 し く は 武 道 館

県 総 合 運 動 公 園 東 エ リ ア の メ イ ン ア リ ー ナ 、

サ ブ ア リ ー ナ 、 多 目 的 ス タ ジ オ 、 ト レ ー ニ ン

グ 室 、 屋 内 水 泳 場 若 し く は 体 育 館 分 館 （ 第 八 （ 第 八

条 に お い て 「 特 定 施 設 」 と い う 。 ） を 普 通 利 条 に お い て 「 特 定 施 設 」 と い う 。 ） を 普 通 利

用 し よ う と す る 者 に つ い て は 、 こ の 限 り で な 用 し よ う と す る 者 に つ い て は 、 こ の 限 り で な

い 。 い 。

（ 使 用 料 ） （ 使 用 料 ）

第 十 条 栃 木 県 グ リ ー ン ス タ ジ ア ム の 許 可 利 用 第 十 条 栃 木 県 グ リ ー ン ス タ ジ ア ム の 許 可 利 用

者 及 び 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア 又 者 及 び 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア

は 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 東 エ リ ア の 利 用 者 は 、 の 利 用 者 は 、

別 表 に 定 め る 使 用 料 を 納 付 し な け れ ば な ら な 別 表 に 定 め る 使 用 料 を 納 付 し な け れ ば な ら な

い 。 い 。

２ 略 ２ 略

（ 利 用 料 金 ） （ 利 用 料 金 ）

第 十 三 条 利 用 者 （ 栃 木 県 グ リ ー ン ス タ ジ ア ム 第 十 三 条 利 用 者 （ 栃 木 県 グ リ ー ン ス タ ジ ア ム

の 許 可 利 用 者 及 び 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 の 許 可 利 用 者 及 び 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中

央 エ リ ア 又 は 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 東 エ リ ア の 央 エ リ ア の

利 用 者 を 除 く 。 ） は 、 当 該 利 用 に 係 る 料 金 利 用 者 を 除 く 。 ） は 、 当 該 利 用 に 係 る 料 金

（ 以 下 「 利 用 料 金 」 と い う 。 ） を 指 定 管 理 者 （ 以 下 「 利 用 料 金 」 と い う 。 ） を 指 定 管 理 者

に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

２ ・ ３ 略 ２ ・ ３ 略

別 表 ７ 栃 木 県 体 育 館 分 館 の 利 用 料 金 の 基 準 額 の 部 を 削 り 、 同 表 ８ 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央

エ リ ア 使 用 料 の 部 ⑴ 運 動 施 設 の 款 ア 普 通 利 用 の 場 合 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

ア普通利用の場合

(ｱ) 陸上競技場

利用時間
午前８時3 0分から午後９時まで

利用者

陸上競技場を利用する者（１人１回につき） 250円

(ｲ) 第２陸上競技場

利用時間
午前８時3 0分から午後６時まで

利用者

第２陸上競技場を利用する者（１人１回につき） 120円

(ｳ) 相撲場

利用時間
午前８時3 0分から午後６時まで

利用者

相撲場を利用する者（１人１回につき） 100円

(ｴ) トレニング室ー

利用時間午前８時3 0分から午後９時まで

利用者 （ ４時間につき）

高校生等以下 200円

そ の 他 の 者 400円

(ｵ) 武道館

利用時間午前９時から午後１時から午後５時から

利用者 午後１時まで午後５時まで午後９時まで

高校生等以下
210円 210円 210円

（ １人１回につき）

その他の者
430円 430円 430円

（ １人１回につき）

別 表 ８ 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア 使 用 料 の 部 中 「８栃木県総合運動公園北・中央エ

リア使用料」 を 「７栃木県総合運動公園北・中央エリア使用料」 に 改 め 、 同 表 に 次 の よ う に 加

え る 。

８栃木県総合運動公園東エリア使用料

⑴運動施設

ア普通利用の場合

(ｱ) メインアリナサブアリナ及び多目的スタジオー 、 ー

利用時間午前９時から午後１時から午後５時から

利用者 午後１時まで午後５時まで午後９時まで

高校生等以下
350円 350円 350円

（ １人１回につき）

その他の者
700円 700円 700円

（ １人１回につき）

(ｲ) トレニング室ー

利用時間午前９時から午後１時から午後５時から

利用者 午後１時まで午後５時まで午後９時まで

高校生等以下
400円 400円 400円

（ １人１回につき）

その他の者
800円 800円 800円

（ １人１回につき）

(ｳ) 屋内水泳場

利用時間
午前９時から午後９時まで

利用者

高校生等以下（ １人１回につき） 350円

その他の者（ １人１回につき） 700円


